
平成２２年３月２９日 
ＳＬ主催者通達 Ｎｏ．０１５４ 

SLカートミーティング主催者各位 
 

一般社団法人ＳＬカートスポーツ機構 代表理事 小島 義則 
ＳＬカートクラブ 代表 東原 俊広 

《 シャシーガード類他追加装着の禁止 》 
お世話になります。日頃よりカート普及活動に尽力を賜りありがとうございます。 
SL ではこれまで、「シャシーの市販状態に装着されていない装置を追加することは禁止」
としてきました。近年になり各種アフターパーツが販売されてきましたので、今年の規則

では下記のようにより具体的に禁止内容を規定しています。しかし、これでも車検におい

て判断に迷う部品の装着がみられるとのことですので、ここに追記してご案内します。 
周知徹底をお願いいたします。 

記 
【 シャシーの市販状態時に装着されていない装置禁止に関する規定 】 
■ 条項：２０１０ＳＬメンバーズブック３９頁（全クラス） 

  規定文 ⑥「シャシーの市販状態時に装着されていない装置を追加取付、加工するこ 
とは禁止されます。（シャシーガード類、空力整流板等）但し、キャブレター 
吸気用のレインカバーやブレーキキャ李パーの雨よけテープなどは除きます。」

■ 装着禁止部品の追加 

上記条項に追加 

① フレームプロテクター 

② チェンプロテクターまたはテンショナー 

③ スプロケットガード（リアスプロケットを２枚以上取り付けることも禁止） 

④ ストーンガード 

⑤ ローラーの取り付け 

⑥ その他これらに類する追加部品 

■ 措置 

装着が判明した時点で車検長（技術委員長）から装置取り外しの指示を行う。 

その装置がシャシー性能の変化や向上（アドバンテージ）を目的としたものとみなし

た場合は、当該ヒート失格として、次ヒートからの取り外しを支持する。決勝レースゴ

ール後に装着が判明した場合は失格とする。 

シャシー性能に影響しない部品の装着が、決勝レースゴール後に判明した場合は次大

会より装置取り外しの指示を行い、車検長は事務局長に申し送るものとする。 

 ■ 対象クラス 全クラス 

■ 適用日  ３月１日から 
 

チェンプロテクターまたはスプロケットガード       ベアリングプレート 

（アドバンテージなし）                （アドバンテージあり）      以上


